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第1章 津山市第2次環境基本計画について 

 

（１）環境基本計画 

津山市環境基本条例第９条に、「市長は，環境の保全等に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するため，環境基本計画を策定するものとする。」と規定されてい

ます。「津山市第２次環境基本計画」（以下、「第2次計画」という。）は、平成15

年に策定した津山市環境基本計画を引き継ぐ計画で、近年の社会的な背景や地球温

暖化をはじめとする環境の現状及び市民の意見を踏まえて平成28年3月に策定し

ました。 

 

（２）計画の位置付け 

第 2次計画は、「環境基本法」、「津山市環境基本条例」、「国の環境基本計画」及

び「新岡山県環境基本計画（エコビジョン 2020）改訂版」など、関係する法令、

条例、上位計画等に準拠して策定しました。また、「津山市第５次総合計画」を環

境面で支える、市の環境行政での最上位計画になります。 

 

（３）計画の期間 

第２次計画の計画期間は、「津山市第５次総合計画」と同じ平成 28年度から平

成37年度までの10年間です。そして、期間の中間年度（５年目）の平成32年

度に見直しを行います。 

 

（４）計画の進行管理 
  PDCAサイクルを繰り返していくことにより計画の進行管理を行います。 

  PDCAとは、Plan（計画）、Do（実施・運用）、Check（点検・評価）、Action

（見直し）のことで、環境基本計画の進行状況を把握し、課題に対応しつつ次年度

の取り組みに活かすことを繰り返しながら、継続的な改善を図ることです。 
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環境将来像（めざすまちの姿） 

 
刻を積み 

いのちはぐくむ水、土、緑 

未来につなぐ 

にぎわいのまち 

長い歴史の積み重ねの中で、綿綿といのちを育んできた水、土、緑。 

多くの自然の恵みの中で人々の営みが成り立ち、地域産業や文化が発展し、現在、私た

ちは豊かで快適な生活を享受しています。 

しかし、豊かで快適な生活は、水質や大気、土壌汚染、ごみの問題等を引き起こし、私

たちは集中豪雨や台風の巨大化等の異常気象、地球温暖化が原因とされる様々な大きな課

題に直面しています。 

きれいな空や大地、川面に吹く心地よい風、ゆったりとした里山里地。 

このような安らぎを感じる自然豊かなまちで、自然の恵みを活用したエネルギーや資源

が循環し、環境への負荷を限りなく低減させた持続可能なにぎわいのある低炭素※なまち。

そして、だれもが安全安心で暮らしやすい快適なまち。 

私たちは計画策定にあたり、このまちに住むあらゆる世代が力を合わせ、協働により、

このようなまちを未来の世代に引き継いでいく思いを新たにしました。 

そして改めて私たちの思いを環境将来像に込めて表します。 

「刻(とき)を積み、いのちはぐくむ水、土、緑 未来につなぐ にぎわいのまち」 

 

  

とき 
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第2章 津山市の地域概要 

 

 この章では、気象などの地域特性、人口などの社会環境特性について、データで示

し傾向を把握します。なお、参考資料の表示のないものについては、全て津山市統計

書を参考としており、データについては把握可能な最新データを活用していることか

ら、必ずしも平成28年度の実績値ではありません。 

 

 

（１）気象 

 

 

 

（２）人口・世帯 

 

  

資料：気象庁、アメダス津山観測所 

年間降水量及び気温 

 

資料：国勢調査 

人口・世帯数の推移（各年10月1日現在） 

※H12年以前の数値は津山市、加茂町、阿波村、勝北町、久米町の合計 
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（３）農業 
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（５）商業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）土地利用 
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（７）交通（自動車登録台数・JR津山駅における乗車人数） 
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第３章 津山市の環境の状況 

 

 この章では、大気質、騒音、水質、ごみ処理、リサイクル率等の推移を示していま

す。なお、環境基準については概ね下回っています。 

第2章同様、データについては把握可能な最新データを活用しています。 

 

 

（１）大気質 

 

 ◆大気汚染に係る環境基準 

物  質 二酸化硫黄 二酸化窒素 浮遊粒子状物質 
光化学 

オキシダント 
一酸化炭素 

環境上の条件 

１時間値の１日

平均値が

0.04ppm以下であ

り、かつ、１時間

値が0.1ppm以下

であること。 

１時間値の１日

平均値が

0.04ppmから

0.06ppmまでの

ゾーン内又はそ

れ以下であるこ

と。 

１時間値の１日

平均値が

0.10mg/㎥以下

であり、かつ、

１時間値が

0.20mg/㎥以下

であること。 

１時間値が 

0.06ppm以下で

あること。 

１時間値の１日

平均値が10ppm

以下であり、か

つ、１時間値の

８時間平均値が

20ppm以下であ

ること。 

 

 

①二酸化硫黄（SO２） 

硫黄や硫黄化合物を燃やすと発生する気体で、粘膜を冒し、有毒である。石炭、石油燃

焼後の排ガスに含まれ、公害の原因の一つである。 

 

 

※日平均値の２％除外値 

    １年間を通じて得られた日平均値のうち、測定値の高い方から２％の範囲内にあるもの

を除外した日平均値のこと。 
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②二酸化窒素（NO2） 

一酸化窒素が酸素に触れると生成する赤褐色の気体である。自動車のエンジンなどから

副生され、大気汚染の原因となる。 

 
 

※日平均値の年間98％値 

  1年間を通じて得られた日平均値のうち、低い方から数えて 98％目に当たる日平均値

のこと。 

 

 

 

③浮遊粒子状物質（SPM） 

空中に浮遊する細かな粒子状の物質で、代表的な大気汚染物質の一つ。原因は土粒子な

ど自然由来及び人口由来の両方であり、いずれも呼吸器系の各部位へ沈着し、人の健康に

影響を及ぼす。 
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④光化学オキシダント（Oｘ） 

工場や自動車から排出された炭化水素（揮発性有機化合物等）や窒素酸化物が、太陽の

強い紫外線の作用を受けて化学反応することにより生成される酸化生物質（オゾン、パー

オキシアセチルナイトレートなど）の総称。粘膜への刺激、呼吸への影響といった健康影

響のほか、農作物などへも影響を与える。 

 

  

※数値については全て「岡山県の環境大気の概況」を参照とした。 
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（2）騒音 

 

 ◆騒音に係る環境基準及びあてはめ地域 

①一般地域 

地域の類型 

基   準   値 

昼   間 

（午前６時～午後10時） 

夜   間 

（午後10時～午前６時） 

ＡＡ ５０デシベル以下 ４０デシベル以下 

Ａ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

Ｂ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

Ｃ ６０デシベル以下 ５０デシベル以下 

 

②道路に面する地域 

地域の類型 車線 
基   準   値 

昼   間 夜   間 

Ａ ２車線以上 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下 

Ｂ ２車線以上 
６５デシベル以下 ６０デシベル以下 

Ｃ １車線以上 

〔注〕１ ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を

要する地域とする。 

２ Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

３ Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

４ Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

 

 

  なお、道路に面する地域において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、特例

として次表の基準値を適用する。 

昼   間 夜   間 

７０デシベル以下 ６５デシベル以下 

備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営ま

れていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間は４５デシベル

以下、夜間は４０デシベル以下）によることができる。 
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①一般地域 

  ※観測地が年度で変更しているため、グラフに数値のない場合がある。 

 

 

 

➣ 環境基準を上回っている部分のみ赤字 

 

 

 

➣ 環境基準を全て下回っている 
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➣「類型なし」については環境基準なし 
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 ②道路に面する地域 

   ※観測地が年度で変更しているため、グラフに数値のない場合がある。 

 

 

 ➣ 環境基準を全て下回っている 

 

 

 

 

 
➣ 環境基準を上回っている部分のみ赤字 
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➣ 環境基準を全て下回っている 

 

 

 

➣ 環境基準を全て下回っている  

※平成２６年度まではＣ類型であった。 

 

 ※数値については、全て「岡山県環境白書」を参照とした。 
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（３）水質 

 

 ◆水質汚濁に係る環境基準 

 項目 

 

 

 

類型 

利用目的の

適応性 

基    準     値    

市内該

当水域 

生物化学

的 

酸素要求

量 

（ＢＯ

Ｄ） 

水素イオ

ン 

濃度（pＨ） 

溶存酸素量 

（ＤＯ） 

浮遊物質量 

（ＳＳ） 
大腸菌群数 

ＡＡ 

水道１級 

自然環境保

全及びＡ以

下の欄に掲

げるもの 

１mg/L以

下 

６.５以上 

８.５以下 

7.5mg/L以

上 

25mg/L以

下 

50MPN/100mL 

以下 
― 

Ａ 

水道２級 

水産１級 

水浴及びＢ

以下の欄に

掲げるもの 

２mg/L以

下 

６.５以上 

８.５以下 

7.5mg/L以

上 

25mg/L以

下 

1,000MPN/100mL

以下 

吉井川

上流、加

茂川 

Ｂ 

水道３級 

水産２級 

及びＣ以下

の欄に掲げ

るもの 

３mg/L以

下 

６.５以上 

８.５以下 

５mg/L以

上 

25mg/L以

下 

5,000MPN/100mL

以下 

吉井川

中・下流 

Ｃ 

水産３級 

工業用水１

級 

及びＤ以下

の欄に掲げ

るもの 

５mg/L以

下 

６.５以上 

８.５以下 

５mg/L以

上 

50mg/L以

下 
― ― 

Ｄ 

工業用水２

級 

農業用水 

及びＥの欄

に掲げるも

の 

８mg/L以

下 

６.０以上 

８.５以下 

２mg/L以

上 

100mg/L以

下 
― ― 

Ｅ 

工業用水３

級 

環境保全 

10mg/L以

下 

６.０以上 

８.５以下 

２mg/L以

上 

ごみ等の浮

遊 

が認められ

な 

いこと 

― ― 

〔注〕１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
２ 水道１級  ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
水道２級  ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
水道３級  ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

３ 水産１級  ：ﾔﾏﾒ、ｲﾜﾅ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 
水産２級  ：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 
水産３級  ：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 

５ 環境保全  ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
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①生物化学的酸素要求量（BOD） 

水質汚濁の汚染指標の一つで、水中の微生物が一定時間（20℃で 5日間）に有機物を

酸化・分解するために消費する酵素の量を示した数値。この数値が高いほど、水中の有機

物の量が多いことを示す。 

 

 

②水素イオン濃度（ｐH） 

  水の酸性・アルカリ性を表す指標。中性は７。数字が小さいほど酸性が高くなる。環境

基準は6.5以上8.5以下である。 
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  ③溶存酸素量（DO） 

    水に溶解している酸素の量。水生生物の生息に必要であり、例えばアオコが繁茂した池

などを除き、一般的に数値が大きいほど良好な環境であることを示す。 

 

 

④浮遊物質量（SS） 

   水中に懸濁している不溶解性物質のことで、水の濁り、透明度等の外観に影響を与える。 
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⑤大腸菌群数 

    大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数の指標で、哺乳類や鳥類の消化管内に生息

するほか、自然界にも存在している。 

 

 ※数値については全て「公共用水域及び地下水の水質測定結果（岡山県）」を参照とした。 
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（４）地下水 

 

〔注〕N.D.は報告下限値未満であることを示す。 

 

※数値については全て「公共用水域及び地下水の水質測定結果（岡山県）」を参照とした。 
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（５）ダイオキシン類 

強い毒性を持つ物質で、一般に、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）の略

称であるが、よく似た毒性を有する物質をまとめて表現することが多い。主な発生源は、

ごみの焼却の他、金属精錬の燃焼工程や紙などの塩素漂白工程など、様々である。 

 

◆ダイオキシン類に係る環境基準 

項  目 大   気 水質及び水底の底質 土   壌 

基準値 0.6pg-TEQ/㎥以下 水質：１pg-TEQ/ℓ以下 

底質：150pg-TEQ/g以下 

1,000pg-TEQ/g以下 

備考 １ 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

２ 大気及び水質の基準は、年間平均値とする。 

３ 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量

が 

  250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 

 

 

 

 

  

 ※数値については全て「ダイオキシン類環境調査結果（岡山県）」を参照とした。 
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（６）ごみ処理 

 

 

〔注〕「収集粗大ごみ量」は量が少ないためグラフでは表示していない。 

 

※数値について、第2次計画では「一般廃棄物処理実態調査（環境省）」を参照していたが、

「津山市一般廃棄物処理基本計画」の策定に伴い、これに基づいたデータを参照とした。 
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（７）リサイクル率 

 

 

 

 

※数値について、第2次計画では「一般廃棄物処理実態調査（環境省）」を参照していたが、

「津山市一般廃棄物処理基本計画」の策定に伴い、これに基づいたデータを参照とした。 
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（８）青空リサイクルプラザ 

地域の資源回収日に資源化物を出せない方にもリサイクルに参加してもらうことを目的

に、津山市が平成15年度に開設。 

  市内3か所で定期的に開催し、資源化物を無料で引き取っている。 

 

 
 

※数値については、市環境事業課より提供。 

 

 

 

（９）生活排水処理 

 

 

※数値については「岡山県ホームページ」を参照とした。 
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第４章 指標と実施状況 

 この章では、第２次計画で示した指標及び目標値に対する平成28年度の実施状況、

進捗状況を取りまとめています。 

 目標を達成していないものもあるため、平成３１年度目標値の達成に向け、現状分

析を行なうとともに、引き続き各施策に取り組みます。 

 

（１）分野：ひと  

 

①サブビジョン：子どもの時から学び、共に育つまち 

 

指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

市民団体と市が協働で行う、学校、幼

稚園、保育園などへの出前講座の件数 
6件 6件 30件 

  平成２８年度実績 

   美作大学白梅祭（H28.10.9～10）：リサイクル鉛筆作り、COOL CHOICE普及啓発 

水辺の学校 ほか 
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指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

市民団体と市が協働で行う、地域での

環境学習講座の件数 
3件 12件 23件 

  平成２８年度実績 

   牛乳パックで作るおしゃれな小物づくりと環境のお話し【津山中央公民館（H28.9.14）】 

古布で作る楽しいお手玉作りと環境のお話し【津山市立図書館（H29.1.22）】 

環境劇「エコ侍津山太助～みんなでクールチョイス！」【津山市立図書館（H29.1.21）】 

                                         ほか 

    

 

    

 

②サブビジョン：環境意識を高めるまち 

 

指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

環境学習リーダー養成講座修了者 3人 5人 10人 

  市内在住者及び津山市内に所在する団体に加入しているもの。 
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（２）分野：しぜん 

 

 ①サブビジョン：川面に吹く風の心地よいまち 

 

指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

汚水処理人口普及率 

※総人口のうち、公共下水道、農業集

落排水、合併処理浄化槽が利用でき

る人口の比率 

68.3％ 71.7％ 74％ 

  

 

             平成２８年度新規供用開始場所 
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②サブビジョン：心のふるさと里山里地の豊かなまち 

 

指標 
基準値 

（平成26年度） 
実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

自然観察会や体験学習の件数 年間4回 年間2回 年間8回 

  平成２８年度実績 

    

水の学校（H28.8.20） 

    

 

    

 

森の学校（H28.11.27） 
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（３）分野：まち 

 

 ①サブビジョン：緑があふれ歴史を感じるまち 

 

指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

「花いっぱい運動」参加団体数 120団体 129団体 125団体 

     

 

 ②サブビジョン：未来を拓く、地産地消のまち 

 

指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

学校給食への津山産小麦使用量 0ｔ 10.8ｔ 16ｔ 
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指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

学校給食に地場産物食材を使用する

割合 
46.1％ 51.6％ 47％ 

  

   

 

 ③サブビジョン：安全安心で活気あふれる楽しいまち 

 

指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

空き家の除去等改善済み件数 7件 14件 50件 

 

 ④サブビジョン：人と環境にやさしいまち 

 

指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

公共交通(バス)利用者数 514千人 484千人 524千人 
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指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

ノーマイカーデー参加者によるマイ

カー通勤距離の削減 
4,632㎞ 2,679㎞ 4,800㎞ 

※ノーマイカーデーについては、年2回（春・秋）の開催をしていましたが、平成28年

度より春1回の開催となったため、新たにスマート通勤おかやまに参加することにしまし

た。ただし、スマート通勤おかやまに関しては、マイカー通勤距離の削減をもとめるもの

ではないので、上記実績値はノーマイカーデーによる削減値のみとしています。なお、ス

マート通勤おかやまによる効果については、下記のとおりとなります。 
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（４）分野：しくみ 

 

 ①サブビジョン：エネルギーや資源の地産地消を進めるまち 

指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

市民協働発電所の設置数 0か所 4か所 5か所 

 

  平成27年度設置施設 

道の駅久米の里：設備容量10ｋW 

津山すこやか・こどもセンター：設備容量42ｋW 

 

    

 

  平成28年度設置施設 

西苫田公民館：設備容量19.8ｋW 

一宮公民館：設備容量19.8ｋW 
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指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

住宅用太陽光発電システムの設置支

援件数及び発電出力合計数 

630件 

3,069ｋW 

756件 

3,802ｋW 

1,130件 

5,619ｋW 

 

 

 

 

              

指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

学校施設更新整備方針に基づく整備

の太陽光発電施設の整備率 0％ 16.6% 100％ 
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指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

小水力発電設置数 7か所 7か所 9か所 

  桑谷発電所・黒木堰堤発電所・倉見発電所・滝ノ谷発電所・阿波発電所・津川発電所・ 

小田中第一配水池発電所 

※下図にある加茂発電所については、発電量14,000ｋWであるため、小水力に含めていな

い。 

 

※「国土地理院ウェブサイト」をもとに津山市作成 

 

 

指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

間伐材の利用拡大による（発電等）搬

出量の増加 17,300㎥ 20,835㎥ 26,100㎥ 

 

  

  



- 35 - 
 

②サブビジョン：省エネルギーを進めるまち 

 

指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

防犯灯のLED化率の向上 7％ 10.7％ 14％ 
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指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

津山版カーボン・オフセット商品数 15品 25品 20品 

 

   

 

平成２８年度新規カーボンオフセット商品 
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③サブビジョン：ごみを減らし、資源の循環するまち 

 

指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

市民１人１日当たりのごみ排出量 899ｇ 883ｇ 888ｇ 

 

 

 

指標 
基準値 

（平成26年度） 

実績値 

(平成28年度) 

目標値 

（平成31年度） 

市の出前講座の年間の参加者数 180人 1,999人 228人 
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（５）その他の取り組み 

 ①超小型モビリティの活用による低炭素化 

 津山市では、交通の低炭素化を促進するため、環境に配慮した新たな交通手段である超小

型モビリティを、平成26年には26台（１人乗り25台、２人乗り１台）を導入し、実証

事業を開始しました。ここでは、市で導入した超小型モビリティの二酸化炭素排出削減量及

び削減率を記載しています。 

  

 

       

合計削減量 走行距離 

2.76ｔ-CO2/年 26,336.6ｋｍ 
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資料① 平成26年度市民アンケート 

資料② 平成28年度市民アンケート 

資料③ 平成26年度事業者アンケート 

資料④ 平成28年度事業者アンケート 



①平成26年度市民アンケート 



②平成28年度市民アンケート 
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平成28年度事業者アンケート 
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